
 
 

球磨村高齢者生活福祉センター「せせらぎ」指定管理者募集要項 

 

球磨村では、公の施設である球磨村高齢者生活福祉センター「せせらぎ」の管理業務について設置

目的をより効果的に達成するため、平成 18 年度から指定管理者制度を導入しているところですが、令

和７年度末で指定管理者の指定期間が満了することから、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第

244 条の 2 第 3 項、球磨村公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例（平成 31 年球磨村条

例第１号）第 3条及び球磨村高齢者生活福祉センター「せせらぎ」の設置及び管理に関する条例（平成

17年球磨村条例第22号）第3条の規定に基づき、球磨村高齢者生活福祉センター「せせらぎ」の指定

管理者を募集します。  

 

１ 対象施設の概要 

(１)名 称  

        球磨村高齢者生活福祉センター「せせらぎ」  

(２)所在地  

熊本県球磨郡球磨村大字一勝地乙１番地５  

(３)施設の設置目的、役割等  

    球磨村に居住する高齢者に対し、介護支援機能、居住機能および交流機能を総合的に提供す

ることにより、安心して健康で明るい生活が送れるよう支援し、もって高齢者の福祉増進を図るこ

とを目的とする。 

(４)施設の沿革 

   平成１１年 ５月完成 

(５)施設内容、規模等 

  球磨村高齢者生活福祉センター 

建物 構造 ＲＣ造二階建 

 延べ床面積 １，９１０㎡（１階９６１㎡、２階９４９㎡） 

 施設内容 居住 １０人（９室） 

ディサービス ２０人 

地域交流室 

ヘルパーステーション 

社会福祉協議会事務局 

主な設備 

  車椅子兼用エレベーター 

  特殊入浴装置 

  訓練機器、温泉浴室（１階：１室、２階：２室） 

  自家用発電施設 

駐車場 面積  ３７２㎡ 

車庫 構造・面積 鉄骨造平屋建・８４㎡ 
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(６)現在の管理運営体制 

現在の管理受託団体  社会福祉法人 球磨村社会福祉協議会   

(７)施設の利用実績  

別添実績一覧のとおり  

 

２ 施設管理運営と指定管理者募集に当たっての基本的な考え方 

  球磨村高齢者生活福祉センター「せせらぎ」(以下「せせらぎ」という。)は、球磨村のほぼ中央に位

置し、球磨村に居住する高齢者に対し、介護支援、居住、交流等を総合的に提供し、村内の高齢者

が安心して健康で明るい生活を送ることを目指しています。村内の高齢者に対し、さまざまなサービ

ス向上等積極的に取り組んでいただく団体を募集します。また、従業員については、地元雇用を原

則とします。 

 

３ 指定管理者が行う管理業務の基準 

(１)休 館 日  土、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定された祝日 

(２)開館時間   

施設名 開館時間 

交流施設 午前 9 時から午後 5時まで 

居住施設 特に制限を設けない 

  ※ 指定管理者は村の承諾を得て休館日、開館時間を変更することができます。 

(３)法令遵守等  

 管理運営業務を行うに当たっては、次の法令等を遵守すること。  

  ①球磨村高齢者生活福祉センター「せせらぎ」の設置及び管理に関する条例、同規則  

  ②地方自治法、同施行令、同施行規則ほか行政関係法令  

  ③労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法令  

  ④食品衛生法、同施行令、同施行規則ほか衛生関係法令 

  ⑤建築物における衛生的環境の確保に関する法律、同施行規則、水道法、同施行規則、建築基準

法、消防法、同施行規則、電気事業法その他施設、設備の維持管理又は保守点検に関する法令  

  ⑥その他  

・ 指定管理者は、施設の管理に関し知り得た個人情報の保護を図るため、個人情報の保護に

関する法律（平成１５年法律第５７号）を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう必要な措置を

講じなければなりません。  

・ 指定管理者は、施設の使用許可承認等行政処分に相当する権限を行使するときは、球磨村

行政手続条例第２章の規定を遵守すること。  

     ・ 指定管理業務を行うに当たり作成し又は取得した文書等は、適正に管理し、５年間保存する

こと。指定期間を過ぎた後も同様とします。  

     ・ 指定管理者は、業務の実施に当たっては、省エネルギーの徹底と温室効果ガスの排出抑制

に努めるとともに、廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進、廃棄物の適正処理に努めること。 ま



－3－ 

 

た、環境負荷の軽減に配慮した物品等の調達（グリーン調達）に努めること。  

※管理の基準に関する細目的事項は、協議のうえ、協定で定めます。  

(４) 施設の設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。  

※管理の基準に関する細目的事項は、協議のうえ、協定で定めます。  

 

４ 指定管理者の業務等 

(１) 「せせらぎ」の利用許可に関する業務 

(２) 「せせらぎ」の施設及び設備の維持管理に関する業務 

(３) 前２号に掲げるもののほか、次に掲げる業務 

イ 老人ディサービス事業 

ロ 介護支援及び居住事業 

ハ 交流事業 

ニ その他福祉の増進に必要な事業 

５ 指定の期間 

   令和８年（2026 年）４月１日から令和１３年（2031 年）３月３１日までとします。ただし、管理を継続す

ることが適当でないと認めるときは、指定を取り消すことがあります。 

 

６ 管理に要する経費 

   球磨村高齢者生活福祉センターの管理に要する経費は、利用料金収入及び村から支払う指定管

理委託料によって賄うこととします。このうち、指定期間中に村が支払う補助金の額は、対象年度の

開始前に対象年度の予算の範囲内において、指定管理者と村との間で締結する協定書で定めま

す。 

 

７ 参加資格 

  次の要件を満たす法人その他の団体であること。  

①地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。  

②村内に事業所を有すること。(現時点で有していない場合は、指定管理期間開始当初までには、

有していること。)   

③球磨村から指名停止措置を受けていないこと。  

④労働者災害補償保険に加入していること。  

⑤国税及び地方税を滞納していないこと。  

⑥会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続きを行っていないこと。また、手形交換

所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全

である者でないこと。  

⑦賃金不払いに関し関係機関等からの通報が村長に対してあり、当該状態が継続している場合で

あって、明らかに指定管理者として不適当と認められる者でないこと。  

⑧暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７条）第２条第２
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号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくはその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含

む。）または暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制下にある団体ではな

いこと。 

⑨役員（法人の監査役及び幹事を含む。）のうちに、次のいずれかに該当する者がいない者。 

・ 成年被後見人又は被保佐人 

・ 破産者で復権を得ない者 

・ 拘禁刑（禁固刑）以上に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受ける事が

なくなった日から２年を経過していない者 

・ 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

・ 暴力団等の構成員等 

⑩その他施設の管理運営に関すること 

・ 従業員については、地元村内からの雇用を優先すること。 

・ 事業に係る仕入れ等については、村内生産者及び業者をできるだけ優先すること。 

 

８ 提出書類 

  申請に当たっては、以下の書類を村に提出していただきます。  

  なお、村が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。  

(１) 指定管理者指定申請書（球磨村公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例施行規則

（平成 31 年球磨村規則第 3号）別記様式）  

(２) 「せせらぎ」指定管理者事業計画書（事業計画書） 

(３) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類  

(４) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本 

(５) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、収支決算書その団体の財務

状況を明らかにする書類 

(６) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書、その団体の業務の内容を明

らかにする書類 

(７) 労働者災害補償保険に加入していることを証する書類（従業員を雇用していない事業者は除

く。） 

(８) 納税証明書（課税対象となっていない法人、団体を除く。） 

ア 消費税及び地方消費税について未納がないことの証明書 

イ 地方税（同村税が課税されていない者で村外に主たる事務所又は事業所を有するものにあ

っては、主たる事務所又は事業所の所在市町村税）について未納がないことの証明書 

(９) その他村長が必要と認める書類  

ア 村内事業所に係る従業員名簿及び賃金台帳（現在事業所がある場合）  

イ グループで申請する場合は、グループ構成員表及び協定書(構成員の代表団体、役割分担、

代金請求・受領団体を明らかにした書類) 
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９ 質問事項の受付 

   募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。  

①受付期間  令和８年１月１５日（木）～１月３０日（金）まで  

②受付方法  質問票（様式は任意）に記入のうえ、FAX 又は電子メールで提出してください。  

 

10 申請書提出先及び提出期間 

(１)提出先  球磨村役場 総務課 

      〒869-6401 熊本県球磨郡球磨村大字渡丙 1730 番地 

      電話  0966-32-1111   FAX 0966-32-1230  

(２)提出期間 令和８年１月１５日(木)から２月６日（金)までの日（村の休日を除く。）の午前８時３０分

から午後５時までとします。  

※ 郵送の場合、書留郵便により最終日の午後５時までに必着のこと。  

※ 電子メール、ファクシミリでの提出は認めません。  

 

11 選定方法 

(１) 指定管理候補者選定委員会において、各委員が次の選考事項に沿って、それぞれ審査した評

点の合計が最も高い申請者を選定委員会の指定管理候補者の選定意見とし、最終的に村にお

いて選定します。  

(２)審査基準と配点 

選定項目及び審査内容 配 点 

事業計画書の内容が、住民の平等な利用を確保することができるものであるか。 

ア 施設の設置目的及び県が示した管理の方針 

イ 住民の施設の平等な利用の確保 

※選定委員会で否と判断された場合は失格とし、以下の採点は実施しません。 

適・否 

 

 

１ 

 

事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に発揮させるものであるか。 

ア 利用者の確保・増加を図るための具体的手法及び期待される効果 

イ サービスの向上を図るための具体的手法及び期待される効果 

ウ 施設の維持管理の内容、適格性及び実現の可能性 

３５ 

 

２ 

事業計画書の内容が、管理に係る経費の縮減が図られるものであるか。 

ア 施設の管理運営に係る経費の内容 

イ 収支計画の内容、適格性及び実現の可能性 

２５ 

 

 

３ 

事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有して

いるか。 

ア 施設の安定的な運営が可能となる人的能力 

イ 安定的な運営が可能となる財政的基盤 

ウ 類似施設の運営実績 

３０ 
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４ 

その他、当該公の施設の設置目的を達成するために必要と認める事項。 

ア 運営面（自然観察会等）における地域等（ボランティア団体を含む。）との 

連携、協力体制 

１０ 

 合  計 １００ 

12 申請に要する経費 

申請に要する経費等はすべて申請者の負担とします。  

 

13 無効又は失格 

本要項中に記載しているほか、以下の事項に該当する場合は、無効又は失格となることがありま

す。  

① 申請者が「７ 参加資格」の要件を満たしていなかったとき 

②申請書の提出方法、提出先、提出期限などが守られなかったとき  

③記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

④申請書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 

⑤虚偽の内容が記載されているもの 

⑥その他、選定委員会で協議の結果、審査を行うに当たって不適当と認められるもの  

 

14 選定委員会 

   令和８年２月中旬ごろに実施します。（予定）  

   申請者である法人や団体の代表者等の方のプレゼンテーションをお願いします。時間、場所につ

いては後日連絡します。  

 

15 選定結果等の公表 

応募状況について、申請した団体の名称については公表します。  

選定結果については、各申請者に文書で通知するとともに、村のウェブサイト上で、得点状況を公

表します。  

 

16 指定管理者の決定及び管理運営費に係る委託料について 

① 指定管理者は、球磨村議会の議決（令和８年３月定例会を予定）を経て指定されます。  

② 議決後に村と指定管理者との間で協定を締結しますが、この協定の管理業務に係る委託料に

ついては、当該協定において定めることとします。 

 

17 その他 

  ① 提出書類はお返しできません。  

  ② 提出された書類は、必要に応じ複写します。  

  ③ 提出された書類は、情報公開の請求により開示することがあります。  
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18 留意事項 

① 指定管理候補者を指定管理者として指定する前において、指定管理候補者が「７参加資格」に

掲げる要件を欠くこととなったとき、又は財務状況の悪化等により事業の履行が確実でないと認

められるとき、若しくは社会的信用を著しく損なうなど指定管理者としてふさわしくないと認められ

るときは、協定を締結しない又は協定を解除し、指定管理者の指定を行わないことがあります。  

② 指定管理者の指定後に、指定管理者が「７参加資格」に掲げる要件を欠くこととなったとき、又

は財務状況の悪化等により事業の履行が確実でないと認められるとき、若しくは社会的信用を

著しく損なうなど指定管理者としてふさわしくないと認められるときは、指定管理者の指定を取り

消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じることができるものとします。  

③指定管理者の指定後に、指定管理者の業務の内容及び処理について疑義が生じた場合は村と

協議し、決定することとなります。協議に当たっては文書によるものとします。 

 

【問い合わせ先】 

球磨村役場 総務課  

（電話） ０９６６－３２－１１１１   

（FAX）  ０９６６－３２－１２３０ 

Ｅメール kanzai@kuma.kumamoto.jp 


